
春日部市水道事業管理者　宗　広　則　行　　　

記

春日部市上下水道部告示第３号

    下記の者を､春日部市指定給水装置工事事業者規程（以下｢規程｣という。）第５条の２第１項に

より、春日部市指定給水装置工事事業者として指定したので規程第１０条第２号により告示する。

令和8年4月10日

指定番号 事　業　所　の　名　称 事　業　所　所　在　地

第 438 号 有限会社　寿管工 桶川市南２－２－１１
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